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1．事業者 

（１）法 人 名    社会福祉法人 鶴翔福祉会 

（２）法人所在地    札幌市白石区川下２１２８－２ 

（３）電 話 番 号    ０１１－８７５－８８３８ 

（４）代表者氏名    理事長  大船 正博  

（５）設立年月日    平成９年８月１日 

 

 

２．事業所の概要 
（１）事業所の種類  指定通所介護事業所 

令和３年１１月１日指定 

（２）事業所の目的 

  当センターは、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）がその有する能力に応じ可能

な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご契約者

に通所介護サービスを提供します。 

（３）事業所の名称  きさく苑デイサービスセンター 

（４）事業所の所在地 札幌市白石区川下４条６丁目２番２３号 

（５）電 話 番 号  ０１１－８７５－８５５０ 

（６）センター長名  白戸 広樹   管理者名  白戸 広樹 

（７）当事業所の運営方針 

 ①センターの生活相談員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作

の維持、回復を図るための機能訓練及び生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できる

ように支援を行うことで、利用者の社会孤立感の解消や心身機能の維持並びに利用者の家

族の身体的精神的負担を図ることを努める。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域

の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるも

のとする。 

 ②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携

を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（８）建物の構造    薄板軽量形鋼造、２階建 

（９）建物の延べ床面積 ４２２．７４㎡ 

（10）開設年月    平成２７年１１月１日 

（11）通常の事業の実施地域   

札幌市白石区、厚別区、東区東雁来地区、江別市大麻地区 

（12）営業日及び営業時間 

営業日 月～土（日、年末年始休業） 

受付時間 ８：１５～１７：１５ 

サービス提供時間 ９：１０～１６：１５ 

常勤職員勤務時間 ８：１５～１７：１５ 

 

（13）利用定員  １日３５名（介護予防通所介護・札幌市第一号通所事業を含む） 
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３．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞ ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職  種 員  数 

１.センター長  １名（管理者と兼務） 

２.管理者  １名（介護主任と兼務） 

３.介護主任  １名（介護職員と兼務） 

４.介護職員  
１６名以上（生活相談員と兼務 

３名、非常勤１１名） 

５.生活相談員  ３名以上（介護職員と兼務） 

６.機能訓練指導員  ２名以上（看護師と兼務２名） 

７.看護職員  ２名以上 

 

＜配置職員の職種＞ 

 介 護 職 員…ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行いま

す。 

 生活相談員…ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。当事業者が提供するサービ

スについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）当施設が提供する基準介護サービス 

以下のサービスについては、食費を除き、通常９割が介護保険から給付されます。 

 

＜サービスの概要＞ 

 

①昼 食 

・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況及び嗜好を

考慮した食事を提供します。 

・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。

食事時間は１２：００～です。 

②入 浴 

入浴又は清拭を行います。車椅子の方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

③排 泄 

ご契約者の排泄の介助等を行います。 
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＜サービス利用料金（１回あたり）＞ 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さ

い。（上記のサービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

 

７時間～８時間のご利用の方 

ご契約者の要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１.サービス利用料金 7,260円 8,466円 9,714円 10,961円 12,228円 

２.うち、介護保険から給付される金額 
※中段（ ）内は、２割負担の方の金額 

※下段（ ）内は、３割負担の方の金額 

6,534円 

（5,808円） 

（5,082円） 

7,619円 

（6,772円） 

（5,912円） 

8,742円 

（7,771円） 

（6,799円） 

9,864円 

（8,768円） 

（7,672円） 

11,005円 

（9,782円） 

（8,559円） 

３．食事代 600円 600円 600円 600円 600円 

４.サービス利用料金に係る自己負担額 

（１－２＋３） 
※中段（ ）内は、２割負担の方の金額 

※下段（ ）内は、３割負担の方の金額 

1,326円 

（2,052円） 

（2,778円） 

1,447円 

（2,294円） 

（3,154円） 

1,572円 

（2,543円） 

（3,515円） 

1,697円 

（2,793円） 

（3,889円） 

1,817円 

（3,046円） 

（4,269円） 
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☆サービス利用料金には、送迎、入浴の料金（１回約４１円、２割負担の方は約８２円）、介護

福祉士の数が５０％以上配置されていることに伴う「サービス提供体制強化加算」（１日約１

９円、２割負担の方は約３７円）が含まれています。 

☆事業所が送迎を行わなかった場合、片道につき約４９円（２割負担の方は約９８円）が減算

されます。 

☆きさく苑デイサービスセンターでは、１回あたりの食費を６００円で設定しております。経

済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する場合がありま

す。その場合、事前に変更内容と変更する事由について説明し、同意をいただくこととしま

す。 

☆自己負担額をお支払いいただく際に、銀行での振込や口座からの自動引落しを利用される場

合、その手数料は、ご契約者の負担とさせていただきます。 

☆きさく苑デイサービスセンターでは、専従の機能訓練指導員を配置しております。ご利用者

様に対し個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき機能訓練を実施した場合、１日約５７円

（２割負担の方は約１１４円）常勤専従の機能訓練指導員が個別機能訓練の計画を作成し、

計画に基づき機能訓練を実施した場合、１日約７７円（２割負担の方は約１５４円）が含ま

れます。（個別機能訓練加算Ⅰ）また、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省へ提出し、フ

ィードバックを活用した場合、１月約２１円が含まれます。（個別機能訓練加算Ⅱ） 

☆きさく苑デイサービスセンターでは、ご契約者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を厚

生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供にあたって、

上記情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する「科学的介

護推進体制加算」（１月約４１円）が含まれます。 

☆上記の他に、介護職員処遇改善加算として、所定単位数（総単位数）の 1000分の 92の単位

数が加算されます。 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお

支払いいただきます。認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されま

す（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償

還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サ

ービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を

変更します。 

☆介護サービス費、食費について、市町村から認定されている方については、さらに負担が軽

減されます（社会福祉法人による軽減措置）。軽減の対象となるための要件は、年間所得が１５

０万円以下（世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した額）で、預貯金の額が３５０万円

（世帯員が１人増えるごとに１００万円を加算した額）以下であることなどとなっております

が、詳しくは担当者にご相談下さい。 

☆上記の金額はあくまで目安であり、請求手続上、金額に多少の変動が生じる場合があります。

その場合は、請求書に記載された金額をお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 
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 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

①レクリエーション、クラブ活動 

  ご利用者の希望によりクラブ活動に参加していただくことができます。材料代等実費を 

 いただきます。ご契約者以外の方が参加される場合には、実費負担となります。（費用につ 

いては、行事案内等の書面にてお知らせいたします） 

 

②日常生活品の提供（日常生活においておむつが必要な方のみ） 

 通常、利用時に必要な枚数をご契約者自身でご用意していただきますが、不足された場合

に事前にご連絡し了承をいただいた上で提供いたします。その場合は、下記の金額をご負担

いただきます。 

おむつ代：尿取りパッド型    １枚  ３０円 

     フラットタイプ型   １枚  ６０円 

     テープ止めパンツ型  １枚 １００円 

 

   

☆経済状況の著しい変化その他やむをえない事由が生じた場合、相当な額に変更することがあ

ります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由についてご説明します。 

 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

 前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２７日に

金融機関口座からの自動引き落としとなります。ご契約者の手数料の負担はありません。 
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（４）利用の中止、変更、追加 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更もしくは新た

なサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日まで

に事業者に申し出て下さい。 

○サービスの利用の変更・追加の申し出に対して事業所の稼働状況により、契約者の希望す

る期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議しま

す。 

 

 

５．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

  ○苦情受付窓口（担当者） 管理者  白戸 広樹 

 

  ○受付日時  月～土曜日 ８：１５～１７：１５ 

 

（２）苦情処理の体制及び手順 

   当法人には、第三者の公的立場の委員を交えた第三者委員会と施設職員のみで構成され

る内部苦情処理委員会があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）第三者委員会による苦情受付 

  当法人が設置する第三者委員会の委員に、直接苦情を申し立てることができます。 

 

    

（４）行政機関その他苦情受付機関 

  ①札幌市役所           ２１１－２５４７（介護保険課） 

  ②白石区役所           ８６１－２４００（保健福祉課） 

③北海道国民健康保険団体連合会  ２３１－５１６１（苦情処理担当） 
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６．通所介護計画書作成について 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計

画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通所介護計画」

に定めます。 

通所介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）の原案に基づいてご契約者及びその

御家族等に説明し、同意を得た上で決定します。 

居宅サービス計画が変更された場合、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、

変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場合には、ご契約者及びその家族

等と協議して、通所介護計画を変更し、確認していだだきます。 

 

 

７．サービス提供における事業者の義務 
 

 当事業所は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、ご契約者の生命、身体、生

活環境等の安全・確保やプライバシーの保護に配慮するなどの義務を負います。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて、必要な場合には、医師又は看護職員と連携の上、

ご契約者から聴取、確認します。 

③ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合その他必要

な場合には、速やかに主治医への連絡等、必要な処置を行います。      

④非常災害に関し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

⑤ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、ご契約

者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑥事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご

契約者等に関する事項を正当な理由なく、第三者に口外しません（守秘義務）。 

 

 

８．サービス提供の利用に関する留意事項 

 

 施設・設備の使用上の注意 

○故意に、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状

に復していただくか、又は、相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような暴言・暴力行為、宗教活動、政

治活動、営利活動を行った場合にはサービスの提供を中止させていただくことがあります。 

○利用者同士や職員への物の授受行為は行えません。 

○事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

 

 

９．損害賠償について 
 

 当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やか

にその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の

置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場

合があります。 
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10．サービス利用をやめる場合 
 

 契約の有効期間は、契約締結の日から６か月間ですが、契約期間満了の２日前までに契約者

からの契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に６か月間同じ条件で更新され、以後も

同様となります。 

 契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができます

が、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。 

①要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

②事業者が解散した場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した

場合 

③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場

合 

④当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ご契約者が死亡した場合 

⑥ご契約者からの解約・契約解除の申し出 

 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場   

合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。ただし、以   

下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②事業所の運営規程の変更に同意できない場合 

③ご契約者が入院された場合 

④ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実

施しない場合 

⑥事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑦事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を

傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場

合 

⑧他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがあ

る場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

事業者からの契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ

を告げず、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間を定めた催

告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者

等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

11．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

・第三者機関への評価依頼は行っておりません。 
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12．緊急時・事故発生時の対応 
 

サービス提供期間中に、ご利用者の体調や病状が急変した場合やその他緊急に必要な場合に

は、ご家族や主治医、協力病院へ速やかに連絡を行います。 

また、万一事故が発生した場合には、ご家族、居宅介護支援事業者、市町村等に対して連絡

を行うとともに、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、再発を防ぐための

対策を講じることとします。 

 

 

13．非常災害対策 
 

きさく苑デイサービスセンターでは、普段から火災が発生しないよう火気の取り扱いには細

心の注意を払うよう努めておりますが、万一火災が発生した場合に被害を最小限に抑えるため、

法令に基づく消火器等の消防設備を設置するとともに、定期的に避難及び救出の訓練を実施し

ています。また、建物や電気設備等の点検も定期的に実施しています。 

 

 

14．個人情報保護について 
 

①きさく苑デイサービスセンターでは、介護サービス等提供のため、ご利用者やご家族に関し

て知り得た情報を以下の場合に利用させていただきます。 

・介護報酬請求等、公的機関への届出や代行等 

・ご利用者の病院への受診に対応するため、協力病院等の医療機関への情報の提供 

・当法人が委託する給食、洗濯業者等への情報の提供 

・実習生やボランティア活動を受け入れる際の必要な情報提供 

・その他ご利用者等が希望する各種届出の際の代行等 

 

②個人情報について、ご本人から開示、訂正の請求があった場合は、特別の理由がない限り開

示、訂正をいたします。また、情報が不正確な場合は、正確なものに訂正させていただきま

す。 

 

③その他 

・職員や実習生等には、知り得た個人情報の守秘義務を遵守するよう指導しております。 

・ホームページへ行事等の写真を掲載する場合には、個人を特定できないよう画像を加工しま

す。 

・広報誌発行など、上記以外の目的で使用する場合には、その都度同意を得ることとします。 

・娯楽を目的として、行事等の写真を苑内に掲示したり、行事で撮影したビデオを上映したり

することがあります。諸事情により、第三者に知られたくない情報等がある場合には、ご相

談下さい。 

 

15．文書開示請求について 
 

 当法人では、ご利用者やご家族から介護記録等の文書開示を求められた場合、特別な理由が

ない限り、他の利用者等の個人情報を除き開示いたします。写しを交付した場合にはコピー代

として１枚につき１０円をご負担いただきます。 

 文書の開示をお求めの際には、必要書類の記入等がございますので、相談員または事務にお

尋ね下さい。 


